
医療機関を受診 陽性診断 陽性者登録センター 陽性診断

保健所からの連絡ありません
決められた療養期間の外出を自粛

届出対象に該当しない方

左記①～④に該当しない方

自 宅 療 養

必要に応じて相談

届出対象に該当する方
（発生届出対象者）

①６５歳以上の方
②入院を要する方
③重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与
又は、酸素投与が必要な方

④妊娠をしている方

発生届

保健所で療養先を調整

保健所から連絡があります

入院 宿泊療養 自宅療養

体調悪化の健康相談、宿泊療養の相談、生活支援の相談など
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